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1. 事業者選定の経緯等 

1.1 事業者選定の経緯 

事業者選定までの主な経緯は、以下のとおりである。 

 

・実施方針の公表 平成19年 1月 29日

・実施方針に関する説明会 平成19年 2月 2日

・特定事業の選定、公表 平成19年 3月 22日

・入札公告 平成19年 4月 20日

・入札説明会･現地見学会の開催 平成19年 4月 25日

・入札参加資格審査書類及び入札書類の受付締切り 平成19年 8月 14日

・開札 平成19年 9月 27日

・落札者の決定 平成19年 10月 3日

（落札者への通知・落札者の公表）                             (平成19年 10月 4・5日)

 

 

1.2 事業者選定方式 

狭山市立第一学校給食センター更新事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者には、

設計・建設段階からその後の維持管理及び運営段階までの各業務を通じて、効率的かつ効果的に、

併せて安定的かつ継続的にサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い能力及び経営ノ

ウハウ等を総合的に評価して選定することが必要である。そこで、事業者の選定に当たっては、

入札価格に加え、施設整備の性能等、本市の要求するサービス水準との適合性並びに維持管理及

び運営についての業務実施計画の妥当性やそれらの遂行能力、更に資金調達計画の確実性やリス

ク負担能力等を総合的に評価し、落札者を決定する地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規

定に基づく総合評価一般競争入札方式を採用した。 

 

 

1.3 事業者選定方法及び手順 

事業者の選定は、入札参加資格審査及び入札書類審査により行った。 

入札参加資格審査では、入札参加者の参加資格について本市が審査を行い、入札参加者の選定

を行った。 

入札書類審査では、各業務に関する具体的な提案内容の審査（加点項目審査）を行い、入札価

格の評価と合わせて総合評価による優秀提案の選定を行った。 

なお、入札参加資格審査の結果は、入札書類審査の対象となる入札参加者を選出する目的にの

み用い、入札書類審査における評価には反映させないこととした。 
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審査手順は、以下のとおりとした。 

 

(1) 入札参加資格審査

(2) 入札書類審査

審査開始

資格等が本市の要求を
満たしている

開札
予定価格以下？

基礎項目審査
要求水準を充足？

加点項目審査（600点満点）

総合評価点の算定

優秀提案の選定

落札者の決定

失格

失格

失格

Yes

No

No

資格等が本市の要求を満たしていないと評価された
者は、入札に参加することはできない。

本市は提案書に記載される基礎審査項目が充足され
ているかを確認する。基礎審査項目が充足されてい
ない提案については、失格とし、加点項目審査の評
価対象としない。

予定価格を超過する提案については、失格とする。

Yes

No

価格評価点の算定（400点満点）

Yes
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2. 事業者選定の体制等 

2.1 事業者選定の体制 

総合評価一般競争入札方式を実施するに当たり、法令の規定に基づく専門的見地からの意見を

聴くため、本事業に係る学識経験者等で構成する PFI 事業者等審査委員会（以下、「審査委員会」

という。）を設置した。 

審査委員会は、入札参加者から提出された入札提出書類の審査を行い、優秀提案を選定し、本

市は、審査委員会からの報告を受けて、落札者を決定した。 

 

2.2 審査委員会 

審査委員会の構成は、以下のとおりである。 

 

会 長 長 澤  悟 （東洋大学工学部教授） 

副会長 山 田  洋 （一橋大学大学院法学研究科教授） 

委 員 品 川 裕 香（教育ジャーナリスト） 

委 員 濱 野 良 一（狭山市副市長） 

委 員 門 倉 節 明（狭山市教育長） 

 

 

3. 審査結果 

3.1 入札参加資格審査 

 

応募グループは、以下の５グループで、グループを構成する各企業が入札説明書に示した参加

資格要件を満たしているかどうかを審査した。審査の結果、すべての企業が参加資格要件を満た

していることを確認した。 

 

グループ名 構成企業名 
シダックスグループ 代表企業：シダックスフードサービス株式会社 

構成企業：株式会社日立プラントテクノロジー 
新生ビルテクノ株式会社川口支店 
株式会社浦野設計東京本社 
大末建設株式会社建設事業本部東京店 

協力企業：タニコー株式会社大宮営業所 
太誠産業株式会社 
株式会社ニチアコミュニケーション 

東洋食品グループ 代表企業：株式会社東洋食品 
構成企業：三菱ＵＦＪリース株式会社 

首都圏リース株式会社 
初雁興業株式会社 
平岩建設株式会社 
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三建設備工業株式会社北関東支店 
日本調理機株式会社 
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 

協力企業：株式会社アルコム 
サンヨー狭山グループ 代表企業：サンヨーＰＦＩインベストメント株式会社 

構成企業：株式会社松永建設 
ペンタビルダーズ株式会社 
株式会社合人社計画研究所 
株式会社アイホー埼玉営業所 
株式会社レパスト 
加藤商事株式会社狭山営業所 

協力企業：株式会社大建設計東京事務所 
サンテックグループ 代表企業：株式会社サンテック 

構成企業：東亜ビルテック株式会社 
株式会社島村工業川越営業所 
住協建設株式会社 
株式会社メフォス 
株式会社フジマック北関東事業部北関東営業部 
太平ビルサービス株式会社さいたま支店 

協力企業：株式会社桂設計 
株式会社武蔵野建築研究所 
日比谷総合設備株式会社北関東営業所 
西武通運株式会社 

大和リースグループ 代表企業：大和リース株式会社 
構成企業：株式会社楠山設計 

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 
株式会社ニッコクトラスト 

協力企業：吉沢建設株式会社 
西武通運株式会社 
株式会社中西製作所北関東支店 
朝日システムズ株式会社 
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3.2 基礎項目審査 

入札参加者の提案内容が、落札者決定基準「別紙 1 基礎審査項目の評価基準」に挙げる基礎

審査項目を充足しているか（要求水準を満たしていること等）について審査を行った。審査の結

果、すべての応募グループが基礎審査項目を充足していることを確認した。 

 

3.3 加点項目審査 

(1) 審査方法 

基礎項目審査で適格とされた業務実施に係る提案内容について、審査委員会において、加点審

査項目ごとの配点を基に、加点基準に応じた得点（加点）を付与する加点項目審査を行った。 

 

 

(2) 加点項目審査の結果 

前項の審査方法に基づく審査結果を以下に示す。 

 

 

各グループの得点 

加点審査項目 配点 A 

グループ 

B 

グループ 

C 

グループ 

D 

グループ 

E 

グループ 

① 事業計画全般に関する事項 60 34.8 41.3 24.9 38.3 28.3 

② 設計業務に関する事項 120 68.0 83.9 54.8 55.3 47.0 

③ 建設業務に関する事項 60 30.5 41.1 21.3 32.6 24.8 

④ 維持管理業務に関する事項 60 36.4 39.3 21.4 26.8 24.3 

⑤ 運営業務に関する事項 240 156.8 168.3 91.3 118.5 131.6 

⑥ 入札者独自の提案に関する事項 60 44.3 36.8 15.8 30.1 21.0 

合計（性能評価点） 600 370.8 410.7 229.5 301.6 277.0 

【加点基準】 

 評価水準 加点比率 

A 特に優れている 100％ 

B A と C の中間程度 75％ 

C 優れている 50％ 

D C と E の中間程度 25％ 

E 優れている点はない 0％ 

 

【加点審査項目】 

加点審査項目 配点 

① 事業計画全般に関する事項 60 

② 設計業務に関する事項 120 

③ 建設業務に関する事項 60 

④ 維持管理業務に関する事項 60 

⑤ 運営業務に関する事項 240 

⑥ 入札者独自の提案に関する事項 60 

合 計 600 
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3.4 入札価格に対する価格評価点の結果 

価格評価点は、入札価格を基に次式で算定した。価格評価点の計算に当たっては、小数点以下

を四捨五入し、価格評価点の上限を 400 点とした（以下の式で入札価格の割合（入札価格／予定

価格）が 0.8 未満の場合には 400 点と読み替えるものとする）。また、いずれのグループの入札

価格も予定価格内であったことを確認した。 

 

価格評価点＝400－10000 × （      －0.8）2  

 

 

各グループの得点 
項 目 

A グループ B グループ C グループ D グループ E グループ 

予定 
価格 

7,439,000,000 円 

入札 

価格 
7,189,057, 514 6,663,369, 451 7,095,887,000 6,497,787,259 6,051,797,400 

価格 

評価点 
123 308 163 346 398 

（予定価格及び入札価格は、消費税等抜き、単位は円で表記した。） 

 

3.5 総合評価 

加点項目審査点（性能評価点）と価格評価点を合計した値を総合評価点とし、それが最大とな

った提案が優秀提案として選定された。 

 

  総合評価点＝加点項目審査点（性能評価点：600 点満点）＋価格評価点（400 点満点） 

 

各グループの得点 
加点審査項目 配点 

A グループ B グループ C グループ D グループ E グループ 

性能評価点 600 370.8 410.7 229.5 301.6 277.0 

価格評価点 400 123 308 163 346 398 

総合評価点 1,000 493.8 718.7 392.5 647.6 675.0 

順位  4 1 5 3 2 

 

 

3.6 落札者の決定 
審査委員会は、以上のように入札参加者から提出された入札提出書類の審査を行い、優秀提案

を選定し、本市は、審査委員会からの報告を受けて、Ｂグループ（東洋食品グループ）を落札者

として決定した。 

入札価格 
予定価格 
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3.7 市の財政負担の削減効果 
落札者の入札価格に基づき、本事業を PFI 事業として実施する場合の市の財政負担額を算定

した。その結果、次に示すとおり本市が直接事業を実施する場合と比較して、現在価値換算で約

17.0％削減されることとなった。 

 

区 分 本市が直接実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

財政負担額（現在価値） 5,985 百万円 4,964 百万円 

指数 100.0 83.0 

（金額は、消費税等を含まない。） 

 

 


